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認定NPO 法人てとてとしっぽ ボランティア会員規約 
 

 

（規約の目的） 

第1条 この規約は、認定NPO 法人てとてとしっぽ（以下「当法人」）における「ボランティア会員」

について規定するものとします。 

 

（定義） 

第2条 この会員は「てとてとしっぽボランティア会員」（以下「ボランティア会員」）と称し、当法人

の活動を支援するため、自らの意思で、無償で協力する目的で登録した個人をいいます。 

 

（目的） 

第3条 ボランティア会員は、当法人の組織運営や法人の主催又は共催する催事の運営に協力すること

を目的とします。 

 

（心得） 

第4条 ボランティア活動に関わるすべての人が気持ち良く活動できるよう下記の点を心がけてくださ

い。 

  ① 相手への思いやりの気持ちを持ち、円滑な活動を心がけてください。 

  ② 活動を通じて知り得た情報や秘密は厳守し、プライバシーを尊重した活動をしてください。 

  ③ SNS を利用する際は、投稿内容に十分気をつけてください。 

  ④ 報告・連絡・相談を厳守してください。 

 

（登録方法） 

第5条 ボランティア会員に登録するときは、所定の「ボランティア会員申込書」（以下「申込書」）を

当法人に提出する必要があります。 

  ２ 登録方法はHP の申込フォームからでも、所定の用紙に記入でも、どちらでも構いません。 

 

（登録条件） 

第6条 ボランティア会員に登録する際の条件は下記の通りとします。 

  ① 登録日において13 歳以上であること。18 歳未満の場合は保護者の同意を必要とする。 

  ② 本規約で規定する取り扱いについて了承した上で、当法人に個人情報を提供すること。 

  ③ 本規約を遵守すること。 
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（会員資格期間） 

第7条 ボランティア会員が資格を有する期間は、毎年４月１日に始まり、翌年の3 月31 日までとし

ます。 

  ２ 年の途中で入会した場合の入会日は、入会が成立した日からとします。 

 

（保険加入） 

第8条 当法人は、ボランティア保険の加入を通じて、ボランティア活動における傷害事故に対し保障

を行います。 

  ２ 年更新となるため、毎年加入時に保険料を当法人へ納入してください。 

  ３ 保険加入を辞退される場合は、別途その旨の一筆をいただきます。 

 

（登録の変更・取消） 

第9条 ボランティア会員は、氏名・住所・電話番号など、登録時に届け出た事項に変更が生じた場合

は、直ちにその内容を当法人に届け出てください。 

  ２ 前項の届け出がない中で発生した損害については、ボランティア会員が負うものとします。 

 

（登録抹消） 

第10条 当法人は、ボランティア会員が以下に該当する行為を行った場合、登録を抹消し速やかに当該

ボランティア会員に通知することとします。また、自ら登録抹消を希望される場合は、当法人

に登録抹消届を提出する必要があります。 

  ① 当法人、当法人関係者及びボランティア会員を誹謗中傷する行為又は公序良俗に反する行為。 

  ② 虚偽の申告があった場合。 

  ③ 本規約のいずれかに違反した場合、及び当法人が不適切と判断した場合。 

 

（弁償等） 

第11条 ボランティア会員が、当法人に係わるボランティア活動中に起きた事故などにより負傷した場

合は、当法人にて加入するボランティア保険の規定に基づいて補償することとします。 

  ２ 第8 条にて保険加入している会員のみとします。 

 

（経費精算） 

第12条 当法人に係わるボランティア活動内で発生した経費は、当法人が定める方法で経費精算を行う

ことができます。 

  ２ 事前に理事長又は副理事長の承認を得た経費に限ります。 
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（禁止事項） 

第13条 ボランティア会員における禁止事項は下記の通りとします。 

  ① 当法人の許可なく、当法人名称もしくはこれを連想させる名称を無断で使用しての活動は禁止

します。 

  ② 他のボランティア会員及び当法人会員に対し、宗教の勧誘や政治活動に関する勧誘は禁止しま

す。 

  ③ 当法人の許可なく、他のボランティア会員及び当法人会員に対し、営利を目的とした営業活動

や宣伝活動、もしくはこれに類似する行為を禁止します。 

 

（個人情報の取り扱い） 

第14条 ボランティア登録において提供していただいた個人情報は、当法人が定めるプライバシーポリ

シー（当法人のホームページに掲載）に従い、適切に取り扱います。 

 

（協議） 

第15条 本規約に規定する以外のことが発生した場合は、当法人とボランティア会員が適宜協議の上、

定めるものとします。 

 

（規約の変更） 

第16条 本規約を変更する場合は、当法人は一定の予告期間をおいて周知措置をとるものとし、予告期

間経過後は変更後の規約を適用するものとします。 

  ２ 最近の規約及び変更しようとする規約は、ホームページにて告知します。 

 

 

附 則 

  １  この規約は、2025 年12 月1 日から施行する。 


